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第
一
税
理
士
協
議
会

（
以
下
、
当
協
議
会
と
称

し
ま
す
。）
は
、
税
理
士

登
録
を
し
て
い
る
公
認
会

計
士
に
よ
り
、
税
理
士
業

務
と
公
認
会
計
士
業
務
の

調
和
と
発
展
を
図
る
た
め

に
設
立
さ
れ
た
団
体
で

す
。

　

昨
年
よ
り
積
極
的
に
会

員
の
入
会
を
呼
び
掛
け
た

と
こ
ろ
、
多
く
の
方
が
賛

同
し
て
く
だ
さ
り
、
現
在

一
、二
〇
〇
名
の
会
員
を

数
え
る
に
至
り
ま
し
た
。

心
よ
り
感
謝
を
申
し
上
げ

ま
す
。

　

さ
て
、
現
在
日
税
連
で

は
税
理
士
法
の
改
正
を
進

め
て
い
ま
す
。こ
の
中
に
、

「
弁
護
士
・
公
認
会
計
士

に
対
し
て
税
理
士
登
録
時

に
能
力
担
保
措
置
と
し
て

弁
護
士
は
会
計
学
に
関
す

る
一
科
目
に
、
公
認
会
計

士
は
税
法
に
属
す
る
一
科

目
に
合
格
す
る
こ
と
を
原

則
と
す
る
。」
と
の
一
項

が
入
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
、
①
税
務
サ
ー

ビ
ス
提
供
者
に
障
壁
を

設
け
る
こ
と
は
納
税
者
の

税
務
サ
ー
ビ
ス
提
供
者

選
択
の
自
由
を
奪
う
こ

と
に
な
り
、
国
益
を
損
な

い
、
納
税
者
の
税
理
士
に

対
す
る
信
頼
を
損
ね
る
。

②
公
認
会
計
士
が
そ
の

資
格
の
ま
ま
税
務
業
務

を
で
き
る
こ
と
は
国
際

〈
主
張
一
〉

　
今
回
の
税
理
士
法
改
正
（
能
力
担

保
措
置
）
案
に
よ
る
公
認
会
計
士
に

対
す
る
税
理
士
資
格
の
制
限
は
、ま
っ

た
く
理
解
に
苦
し
む
改
正
案
で
あ
る
。

〈
主
張
三
〉

　

公
認
会
計
士
で
あ
る
税
理
士
は
、

何
十
年
も
真
面
目
に
税
務
業
務
に
取

り
組
み
、
税
理
士
会
に
会
費
を
納
め

続
け
、
税
理
士
制
度
の
発
展
の
た
め

に
尽
く
し
て
い
る
。

〈
主
張
四
〉

　

公
認
会
計
士
で
あ
る
税
理
士
は
、

連
結
納
税
、
会
社
分
割
な
ど
複
雑
か

つ
大
規
模
、
ま
た
国
際
的
な
分
野
で

活
躍
し
て
い
る
。
公
認
会
計
士
で
あ

る
税
理
士
を
制
限
し
よ
う
と
す
る
の

は
、
ま
っ
た
く
時
代
の
流
れ
に
逆
行

す
る
行
為
で
あ
る
。

〈
主
張
二
〉

　

東
日
本
大
震
災
で
国
民
が
一
丸
と
な
っ
て
い
る
時
に
、

自
分
た
ち
だ
け
の
権
益
擁
護
を
考
え
た
税
理
士
法
改
正
は
、

ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
税
理
士
制
度
の
信

頼
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

標
準
で
あ
る
。
こ
れ
に
何

ら
か
の
制
限
を
す
る
こ

と
は
日
本
の
公
認
会
計

士
に
対
す
る
海
外
か
ら

の
信
任
を
失
墜
し
、
日
本

の
監
査
の
質
が
問
わ
れ

る
な
ど
、
国
民
経
済
に

重
大
な
支
障
を
き
た
す
。

③
公
認
会
計
士
の
税
理
士

業
務
を
行
い
得
る
能
力
を

有
し
て
い
る
こ
と
は
財
務

省
の
平
成
二
〇
年
の
公
式

見
解
で
も
表
明
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
税
理
士
制
度

の
あ
る
ド
イ
ツ
、
韓
国
で

も
公
認
会
計
士
は
そ
の
資

格
で
税
務
業
務
が
で
き

る
。
等
々
さ
ま
ざ
ま
な
理

由
か
ら
、
税
理
士
の
立
場

か
ら
し
て
も
容
認
で
き
な

い
も
の
で
す
。

　

仮
に
、
上
記
の
よ
う
に

能
力
担
保
措
置
が
付
さ
れ

た
場
合
、
公
認
会
計
士
業

界
で
は
、
公
認
会
計
士
法

に
お
い
て
第
二
条
（
公
認

こ
の
時
期
に
あ
え
て
資
格

問
題
に
触
れ
る
税
理
士
法

　

ご
承
知
の
よ
う
に
、今
、

我
が
国
は
大
変
な
国
難
に

直
面
し
て
い
る
。
我
々
、

税
の
専
門
家
、
会
計
の
専

門
家
と
し
て
も
、
こ
の
未

曽
有
の
危
機
に
面
し
た
日

本
を
何
と
か
復
興
さ
せ

た
い
と
願
っ
て
い
る
。
そ

ん
な
中
で
、
こ
と
も
あ
ろ

う
か
、
ど
さ
く
さ
に
紛
れ

て
、
自
分
た
ち
の
権
益
擁

護
だ
け
を
考
え
た
一
部
の

人
間
に
よ
る
税
理
士
法
改

正
を
扇
動
す
る
行
動
は
到

底
理
解
で
き
る
も
の
で
は

な
い
。
今
は
、
皆
が
団
結

し
て
、
日
本
の
復
興
の
た

め
に
尽
く
す
時
で
あ
る
。

　

公
認
会
計
士
の
税
理
士

登
録
を
制
限
し
よ
う
と
い

う
今
回
の
税
理
士
法
改
正

案
は
、
す
べ
て
の
面
で
時

代
に
逆
行
し
た
考
え
で
あ

る
。
む
し
ろ
規
制
緩
和
に

よ
り
、
多
様
な
人
材
、
多

彩
な
才
能
が
い
ろ
い
ろ
な

分
野
で
活
躍
し
納
税
者
の

選
択
肢
が
広
が
っ
て
こ
そ

経
済
の
活
性
化
に
な
る
の

で
あ
り
、
一
方
的
な
規
制

強
化
に
つ
な
が
る
今
回
の

改
正
は
ま
っ
た
く
理
解
に

苦
し
む
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
心
底
よ
り
我
が

国
の
税
理
士
制
度
を
憂
う

第
一
税
理
士
協
議
会
の
主

張
を
述
べ
る
。

　

第
一
税
理
士
協
議
会
の

メ
ン
バ
ー
は
、
公
認
会
計

士
で
あ
る
税
理
士
で
、
全

員
、
真
面
目
に
税
務
に
取

り
組
み
、
真
の
税
理
士
制

度
の
発
展
に
尽
く
し
て

き
た
者
で
あ
る
。
こ
れ
か

ら
続
く
者
も
そ
う
で
あ

る
。
我
々
、
会
員
の
中
に

理
士
制
度
そ
の
も
の
が
国

民
の
信
頼
を
失
う
こ
と
に

　

公
認
会
計
士
で
あ
る
税

理
士
は
、
連
結
納
税
、
会

社
分
割
、
合
併
、
移
転
価

格
税
制
そ
の
他
国
際
税

務
等
々
、
複
雑
か
つ
大
規

模
、
ま
た
国
際
的
な
税
務

の
分
野
で
活
躍
し
て
い
る

も
の
が
多
い
。
国
際
会
計

基
準
に
よ
る
税
務
へ
の
影

響
も
深
刻
で
あ
る
。今
後
、

益
々
、
国
際
化
、
複
雑
化

し
て
い
く
税
務
に
対
応
し

は
六
〇
年
以
上
も
税
理
士

会
の
会
員
で
あ
る
者
も
い

る
。
こ
の
よ
う
に
真
面
目

に
税
理
士
を
務
め
て
い
る

公
認
会
計
士
で
あ
る
税
理

士
の
貢
献
を
否
定
し
制
限

し
よ
う
と
す
る
行
為
は
許

せ
な
い
。

な
っ
て
し
ま
う
。

て
、
こ
れ
ら
に
立
ち
向
か

う
に
は
、
税
と
会
計
の
専

門
家
で
あ
る
公
認
会
計
士

で
あ
る
税
理
士
の
ニ
ー
ズ

は
ま
す
ま
す
高
ま
る
。
こ

の
よ
う
な
優
秀
な
集
団
を

排
斥
し
よ
う
と
す
る
今
回

の
改
正
案
は
、
我
が
国
経

済
を
弱
体
化
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。

改
正
を
主
張
す
る
必
然
性

は
誰
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
し
て
い
た
の
で
は
、
税

会
計
士
の
業
務
）
第
2
項

を
改
正
し
、
ド
イ
ツ
や
韓

国
と
同
様
に
税
務
に
関
す

る
業
務
を
含
む
こ
と
を
明

記
す
る
こ
と
と
な
る
で

し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
な
応

酬
は
受
益
者
で
あ
る
納
税

者
を
無
視
し
た
も
の
で
あ

り
、
税
理
士
に
対
す
る
信

頼
を
損
ね
る
こ
と
と
な
り

か
ね
ま
せ
ん
。

　

当
協
議
会
で
は
、
先
日

の
理
事
会
に
お
い
て
こ
の

よ
う
な
税
理
士
法
改
正
に

断
固
反
対
す
る
と
の
決
議

を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の

理
由
は
後
述
す
る
と
お
り

で
す
が
、
ぜ
ひ
会
員
の
皆

様
に
限
ら
ず
、
こ
の
趣
旨

に
賛
同
す
る
公
認
会
計
士

で
あ
る
税
理
士
の
方
々
の

ご
賛
同
を
得
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

　

ま
た
、
当
協
議
会
で
は

会
員
の
研
修
の
機
会
を
提

供
す
る
た
め
に
定
期
的
に

研
修
会
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。
次
回
は
十
二
月
十
四

日
（
水
）
に
小
池
正
明
先

生
に
よ
る
研
修
が
行
わ
れ

ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
ご
出
席

く
だ
さ
い
。

ご
あ
い
さ
つ

第
一
税
理
士
協
議
会

会
　
長
　

小
　
島
　
　
　
昇

（
次
ペ
ー
ジ
へ
続
く
）　

第
一
税
理
士
協
議
会
の
主
張
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税理士法改正案（能力担保措置）に断固反対 !!
日本公認会計士協会では、日本税理士会連合会の「税理士法に関する意見(案)」の能力担保措置に反対しております。
以下に、会員はじめ関係各位にご理解いただきたく、日本公認会計士協会の税理士法改正案「反対理由」を掲載します。

　

平
成
二
〇
年
度
規
制
改

革
会
議
へ
の
財
務
省
の

回
答
（
下
記【
参
考
】
を
参

照
）
で
は
、「
（
税
理
士
と

し
て
）
弁
護
士
、
公
認
会

計
士･････

の
経
験
・
専

門
性
を
社
会
的
に
活
用
す

る
こ
と
は
、
国
家
に
と
っ

て
も
有
益
な
こ
と
で
あ

り
、
国
民
生
活
の
利
便
性

の
向
上
に
つ
な
が
る
と
考

　

昭
和
二
六
年
の
税
理
士

法
制
定
要
綱
に
基
づ
き
、

難
関
の
公
認
会
計
士
試
験

さ
ら
に
最
終
試
験
で
あ
る

修
了
考
査
の
二
回
の
試

験
で
「
租
税
法
」
が
課
せ

ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
公

認
会
計
士
資
格
を
得
る
た

　

税
理
士
制
度
創
設
時

（
昭
和
二
六
年
）よ
り
、
公

　

今
般
税
理
士
法
を
改
正

し
て
ま
で
、
公
認
会
計
士

に
税
理
士
試
験
を
受
験
さ

せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

然
性
・
必
要
性
は
全
く
な

い
。
公
認
会
計
士
は
企
業

の
国
際
税
務
、
企
業
再
編

成
税
制
、
連
結
納
税
制
度

な
ど
の
専
門
分
野
で
も
我

が
国
の
租
税
実
務
を
支
え

て
お
り
、
改
正
案
の
内
容

は
我
が
国
租
税
制
度
の
発

展
に
寄
与
し
て
き
た
公
認

会
計
士
を
全
面
否
定
す
る

　

主
要
先
進
国
で
公
認
会

計
士
が
そ
の
資
格
で
税
務

業
務
が
で
き
な
い
の
は
日

本
だ
け
で
あ
る
。
仮
に
そ

の
上
、
公
認
会
計
士
が
税

理
士
試
験
を
受
験
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
と
、「
外
部
監
査
人
は

当
然
税
務
を
知
っ
て
い
る
」

え
ら
れ
る
」
と
述
べ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

税
理
士
法
改
正
案
で
は
税

務
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
に
障

壁
を
設
け
る
こ
と
と
し
て

お
り
、
こ
れ
は
納
税
者
の

税
務
サ
ー
ビ
ス
提
供
者
選

択
の
自
由
を
奪
う
こ
と
に

な
り
、
国
民
の
経
済
活
動

の
利
便
性
を
損
な
う
こ
と

に
な
る
。

め
に
必
須
の
実
務
補
習
で

は
法
人
税
は
も
と
よ
り
所

得
税
、
相
続
税
等
の
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
課
せ
ら
れ
て

い
る
。
公
認
会
計
士
が
税

に
関
す
る
十
分
な
知
識
を

擁
し
て
い
る
こ
と
は
、
現

行
制
度
上
明
確
で
あ
る
。

認
会
計
士
と
弁
護
士
は
そ

の
資
格
の
ま
ま
で
税
理
士

も
の
で
あ
る
。
我
が
国
の

租
税
制
度
の
整
備
発
展
に

多
大
な
貢
献
を
し
て
き
た

公
認
会
計
士
が
税
理
士
登

録
を
行
う
に
際
し
て
、
試

験
免
除
者
等
と
い
っ
た
他

の
ル
ー
ト
か
ら
の
登
録
者

と
比
し
て
著
し
く
不
公
正

な
条
件
を
課
さ
れ
る
こ
と

は
、
今
後
我
が
国
の
租
税

制
度
の
整
備
・
発
展
に
対

し
て
支
障
を
き
た
す
こ
と

は
明
白
で
あ
る
。

と
い
う
海
外
投
資
家
の
信

頼
の
根
幹
が
日
本
市
場
に

限
り
無
い
も
の
と
な
る
。

そ
の
結
果
、
日
本
の
公
認

会
計
士
の
作
成
し
た
監
査

証
明
は
そ
の
品
質
に
疑
問

が
も
た
れ
、
海
外
か
ら
の

投
資
活
動
に
影
響
を
与
え

る
可
能
性
が
生
じ
る
。

〈
主
張
五
〉

　

我
が
国
の
税
理
士
制
度
は
、
税
理

士
試
験
合
格
者
、
税
務
署
Ｏ
Ｂ
（
官

公
署
で
の
税
務
事
務
従
事
者
）、
公

認
会
計
士
、
大
学
で
の
研
究
者
（
教

授
・
大
学
院
卒
等
）、
弁
護
士
と
い
っ

た
多
彩
な
人
材
が
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん

で
支
え
て
き
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
。

〈
主
張
六
〉

　

国
際
競
争
社
会
の
中
で
頑
張
る
日

本
企
業
を
応
援
す
る
こ
と
が
我
々
の

役
割
で
あ
る
。
資
格
制
限
な
ど
自
分
の

権
益
だ
け
を
考
え
て
い
る
暇
は
な
い
。

む
し
ろ
、
資
格
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
ノ

ン
ス
ト
ッ
プ
で
い
か
に
企
業
を
応
援
す

る
か
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

税
理
士
制
度
は
、
無
償

独
占
を
許
さ
れ
た
公
的
性

格
の
強
い
制
度
で
あ
る
か

ら
税
理
士
試
験
合
格
者
だ

け
の
も
の
で
は
な
い
。
税

理
士
試
験
合
格
者
を
は
じ

め
、
税
務
署
Ｏ
Ｂ
（
官
公

署
で
の
税
務
事
務
従
事

者
）、
公
認
会
計
士
、
大

学
で
の
研
究
者
（
教
授
・

大
学
院
卒
等
）、
弁
護
士

等
々
多
彩
な
人
材
が
仲

よ
く
ス
ク
ラ
ム
を
組
ん
で

我
が
国
の
納
税
制
度
、
税

理
士
制
度
を
支
え
て
き
た

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は

い
け
な
い
。
自
分
だ
け
が

税
理
士
だ
と
い
う
錯
覚
に

基
づ
く
、
今
回
の
税
理
士

法
改
正
案
は
、
本
筋
を
見

失
っ
た
議
論
で
あ
り
、
将

来
に
大
き
な
禍
根
を
残
す

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

も
し
、
試
験
合
格
者
だ

け
が
税
理
士
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
無
償
独
占

は
な
く
な
り
、
そ
の
他
の

ジ
ャ
ン
ル
の
人
た
ち
は

税
理
士
を
や
め
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
資
格
の
も
と
で

税
務
業
務
が
で
き
る
制

度
に
変
更
し
て
い
か
ざ

　（
前
ペ
ー
ジ
よ
り
続
く
）

　

我
が
国
の
企
業
は
、
大

企
業
か
ら
中
小
企
業
に
至

る
ま
で
、
国
際
社
会
の
中

で
懸
命
に
闘
っ
て
お
り
、

そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
の

が
我
々
専
門
家
の
役
目
で

あ
る
。
こ
こ
は
税
理
士
の

縄
張
り
と
か
、
無
償
独
占

な
ど
と
い
う
身
勝
手
な
了

見
を
持
つ
の
で
は
な
く
、

企
業
へ
の
真
の
サ
ー
ビ

ス
・
サ
ポ
ー
ト
と
は
何
か

を
真
剣
に
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ

る
を
得
な
い
。
公
認
会
計

士
や
弁
護
士
の
名
の
も

と
に
、
税
務
署
Ｏ
Ｂ
（
官

公
署
で
の
税
務
事
務
従

事
者
）
或
い
は
大
学
で
の

研
究
者
（
教
授
・
大
学
院

卒
等
）
と
い
う
資
格
の
も

と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手

に
税
務
業
務
を
行
う
よ

う
な
制
度
に
な
っ
て
も

良
い
の
か
。
今
回
の
税
理

士
法
改
正
を
主
張
す
る

人
た
ち
は
、
今
ま
で
無
償

独
占
を
主
張
し
て
き
た

る
が
、
会
計
と
税
務
は
表

裏
一
体
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
ら
を
別
々
の
サ
ー
ビ

ス
と
考
え
る
の
は
、
ま
っ

た
く
の
頓
珍
漢
な
発
想
で

あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
議
論
し
て
い
る
の
は
異

常
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
、

日
本
の
企
業
、
日
本
の
経

済
の
足
を
引
っ
張
る
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
全
く

方
向
は
ず
れ
の
税
理
士
法

改
正
は
断
固
阻
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

【参考】平成20年度規制改革会議への財務省・国税庁の回答
（平成20年7月28日）

　（略）弁護士、公認会計士に対する資格付与制度や税務職員などに対

する税理士試験免除制度については十分合理的であると考えられる。

公認会計士については、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査

又は証明を行うことを業としており、財務書類は法人税などの税務計

算の基礎となるものであること、公認会計士となるためには、租税に関

する実務能力等が必要であることなど、その学識等からみて税理士業

務を十分行い得ると認められることから、税理士資格が付与されてい

るところである。	（略）	近年、税制改正等により納税義務者が増加する

中で、納税者を援助する税理士が、適正申告に果たす役割は益々大きく

なってきているところ、無償独占という公的性格の強い税理士資格に

あって、弁護士、公認会計士及び一定の職業事務に相当年数以上従事し

た者の経験・専門性を社会的に活用することは、国家にとっても有益な

ことであり、国民生活の利便性の向上につながると考えられる。

十
二
月
研
修
会
の
開
催
に
つ
い
て

　

第
一
税
理
士
協
議
会
で
は
、
会
員
の
た
め
の
実
務
に
役
立
つ
税
務
研
修
会

を
左
記
の
と
お
り
開
催
い
た
し
ま
す
の
で
、
こ
の
機
会
に
多
数
ご
参
加
下
さ

る
よ
う
ご
案
内
い
た
し
ま
す
。

日
　
時	

平
成
23
年
12
月
14
日（
水
）

	

18
時	

～	

20
時
30
分

場
　
所	

公
認
会
計
士
会
館
ホ
ー
ル

テ
ー
マ	

個
人
資
産
の
譲
渡
損
失
に
係

る
税
制
の
実
務
に
つ
い
て

講
　
師	

税
理
士　

小 

池 

正 

明 

氏

会
　
費	

会　

員　

二
、〇
〇
〇	

円

	

非
会
員　

四
、〇
〇
〇	

円

定
　
員	

四
〇
〇
名

　

お
申
込
み
は
、
別
添
案
内
書
を
ご
覧
の
上

申
込
書
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
し
て
下
さ
い
。

３
海
外
の
投
資
家
の
疑
問
〈
日
本
の
財
務

諸
表
は
十
分
に
監
査
さ
れ
て
い
る
の

か
？
〉を
招
く

１
税
理
士
法
改
正
は
国
益
を
損
な
う

２
税
理
士
法
改
正
の
必
然
性
・
必
要
性

が
な
い

５
公
認
会
計
士
は
当
然
に
そ
の
資
格
で

税
理
士
と
な
れ
る

４
公
認
会
計
士
が
税
務
に
関
す
る
十
分

な
知
識
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
既

に
現
行
税
理
士
法
で
も
確
認
さ
れ
て

い
る

と
な
る
こ
と
が
適
当
と

さ
れ
て
き
て
い
る
。
平
成

二
〇
年
度
規
制
改
革
会
議

へ
の
財
務
省
の
回
答
に
お

い
て
な
お
、「
公
認
会
計

士
は
、･････

そ
の
学
識

等
か
ら
み
て
税
理
士
業
務

を
十
分
行
い
得
る
と
認
め

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
税
理

士
資
格
が
付
与
さ
れ
て
い

る
」
と
さ
れ
定
着
し
て
い

る
見
解
で
あ
る
。
税
務
は

会
計
の
領
域
内
に
あ
り
不

可
分
の
関
係
に
あ
る
。
そ

こ
で
、
税
理
士
制
度
の
あ

る
ド
イ
ツ
、
韓
国
に
お
い

て
も
公
認
会
計
士
は
そ
の

資
格
の
下
で
税
務
業
務
が

で
き
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

る
。

人
で
も
あ
る
の
で
、
矛
盾

し
た
主
張
で
あ
る
こ
と

を
冷
静
に
考
え
る
べ
き

で
あ
る
。


